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  この計画は、消防法第８条第１項に基づき、火災、地震その他の災害の予防と人命の安全及び被害の軽減を
図ることを目的とし、この計画で定めたことは、当事業所に勤務し、出入りするすべての者が守らなければな

らない。  
  なお、当事業所の管理権原の及ぶ範囲は                        の部分である。 

１ 管理権原者 

 ⑴ 管理権原者は、管理権原が及ぶ範囲の防火管理業務に
ついて、最終的な責任を負う。 

⑵ 管理権原者は、建物構造の防火上の不備や消防用設備

等の不備欠陥が認められた場合は、速やかに改修する。 
⑶ 管理権原者は、権利権原が及ぶ範囲の避難上必要な通

路、階段、出入口等について、適正に維持管理する。 
 

２ 防火管理者 
 ⑴ 消火、通報、避難誘導などの訓練の実施 

⑵ 火災予防の自主検査、点検の実施及び監督 
⑶ 消防用設備等の法定点検、整備及びその立会い 
⑷ 工事中の安全対策の確立 

⑸ 火気使用、取扱いの指導及び監督 
⑹ 収容人員の適正管理 
⑺ 従業員等に対する防火、防災教育の実施 

⑻ 管理権原者への提案や報告 
 ⑼ 放火防止対策の推進 
 ⑽ 統括防火管理者への報告 

（※統括防火管理者が該当になる場合） 

第１  目的及び適用範囲者の業務 

 

 

第２ 管理権原者及び防火管理者の業務 

 

 

第３ 火災予防上の自主点検 

１  日常の自主検査  

別表１「日常自主検査表」により、定期的に実施する。  
２ 消防用設備等の自主検査  

別表２「消防用設備等自主検査表」により、定期的に実施する。  

 
 第４ 消防用設備等の点検及び報告 

１  機器点検は６か月ごとに実施し、総合点検は年１回実施する。  
２ 点検結果は防火管理者が管理権原者に報告し、不備事項等があった  

場合には速やかに改修する。  
３ 点検結果は、防火管理維持台帳に保存する。  
４ 消防法第１７条の３の３に基づき点検の結果を「消防用設備等点検結果報告書」により（１年・３年）  

に１回      消防署長に報告する。  

消防用設備等の名称 機器点検 総合点検 

     月、    月    月 

     月、    月    月 

     月、    月    月 

     月、    月    月 

      月、    月    月 

      月、    月    月 

      月、    月    月 

      月、    月    月 

      月、    月    月 

 

 第５ 防火対象物の点検及び報告（該当する場合） 

  防火対象物点検の義務を有する場合は１年に１回点検を行い、その結果を「防火対象物点検結果報告書」により      

消防署長に報告する。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第６ 地震対策 

１  防火管理者は、地震による建物の外壁、広
告物などの剥離、落下を防止するとともに、
建物内の物品の転倒防止措置を講じる。  

２  震災に備えて、次の物品を備蓄する。  
（飲料水、非常用食料、懐中電灯、携帯用
ラジオ、医薬品、応急復旧用工具等）  

３  地震発生時は、次の行動をとる。  
⑴  自らの身の安全を確保することを最優  

先とする。  

⑵ 地震発生時は、揺れが収まった後、速や
かに火気等の使用を停止する。  

⑶ 負傷者が発生したときは、応急救護を

行い、自衛消防隊長に知らせる。  
⑷ 自衛消防隊員は、要救助者等の検索を実

施し、資機材等を活用して救助にあたる。  

⑸  テレビ、ラジオなどによる地震に関す  
る情報の把握に努めるとともに、広域避難
場所等への避難に際しては、事業所内の全

員で行動する。  
 

 第８ 放火防止対策 

 

第７  避難施設及び防火施設の維持管理  

 

１ 避難階段、廊下などには、物品を放置しない。  
２ 防火戸、防火シャッターなどは、閉鎖障害がない

ように維持管理を徹底する。  

３  消防用設備等の周囲には、操作の障害となる物品
を放置しない。  

１ 建物周囲にダンボール等の可燃物を放置しない。  
２ 常時監視のできない倉庫などは、施錠をする。  

３ 休日、終業時など無人となるときには、出入口は
必ず施錠をする。  

 第９  工事中の防火管理  

 

 

１ 防火管理者は、工事者に工事計画書を提出させ、

必要な場合は工事に立ち会う。  
２ 防火管理者は、工事者に火気管理責任者を指定

し、掲示させ、喫煙場所を指定する。  

３ 防火管理者は、工事者が溶接、塗装、危険物の持込
みの際は、事前に報告させる。  

４ 放火防止に努めること。  

 

 第１０  防火・防災教育  

 

 

防火・防災教育は次のとおり実施する。  

防火・防災教育 年   回 

自 衛 消 防 訓 練   月、  月 年   回 

 

１  ボイラー室、電気室、消火栓ポンプ室等には、不要

な物品を放置しない。  
２ 暖房器具、ガスこんろ等の付近には、可燃物を置か

ない。  

３ 喫煙は、喫煙場所で行い、吸殻は水などで確実に消
火する。  

 

 第１１ 火気設備の管理 

 

 

 第１２  避難経路図の掲示  

 

 

建物利用者に周知可能な場所に避難経路図を掲示する。 
避難経路図は別添による。  
 

 第１３ 必要書類等の保管  

 

 

防火管理者は、消防機関に申請、報告又は届出をした書類及びその他防火管理業務に必要な書類等について

台帳を作成し、整備、保管する。  
 
１ 防火管理者選任（解任）届出書、消防計画作成（変更）届出書  

（※統括防火管理者が該当になる場合）  
※統括防火管理者選任（解任）届出書の写し  
※全体についての消防計画作成（変更）届出書  

２ 消防用設備等設置届出書の写し  
３ 消防用設備等検査済証  
４ 消防用設備等点検結果報告書の写し  

５ 本計画に基づき、次の事項の状況を記載した書類  
⑴ 火災予防上の自主点検状況  
⑵ 避難施設、防火上の構造の維持管理状況 

⑶ 定員管理、収容人員の管理状況 
⑷ 防火上必要な教育の実施状況 
⑸ 消火、通報及び避難等の訓練実施状況  

⑹ 工事中における火気取扱の監督状況 
６ 消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表  
７ その他防火管理上必要な書類  

 



 自衛消防隊の編成と任務は次のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任務 

 

 第１４  自衛消防隊の編成及び火災発生時の任務  

 

 
防火管理業務の委託について  委託あり ・ 委託なし      受託者：                        
 

委託する場合は別表の管理表によって管理する。          連絡先：（    ）                  

 第１５  防火管理業務の一部委託について  

 

 

自衛消防隊長

通報連絡班 初期消火班 避難誘導班 応急救護班

副自衛消防隊長

氏名 

氏名 

氏名 氏名 氏名 氏名 

任務 

 

任務 

 

任務 

 



 

  

 第１６  関係者不在施設における防火安全対策について  

 

 

１ 利用者に対する施設関係者不在の情報提供 
 ⑴ 施設関係者不在時間 

  ア 平日：  時  分から  時  分まで 
  イ 休日（土・日・祝）：  時  分から  時  分まで 
 ⑵ 施設利用開始前の周知 

  ア ホームページ上に掲載する。 
  イ インターネット予約時にＷｅｂページにおいて示す。 
  ウ 予約確認メールのメッセージにあわせて記載する。 

  エ 会員登録の際に明示する。 
 ⑶ 施設利用開始時の周知 
  ア 利用規約に明記する。 

  イ 施設利用の受付（入館）の時に、施設案内や受付用端末のディスプレイなど、利用者の見やすい箇所に掲示する。 
  ウ 避難経路とともに利用スペースに掲示する。 
  エ 利用スペース（客室等）や受付などに備えつけるリーフレットに記載する。 

  オ 利用スペース（客室等）に設置されているディスプレイに表示する。 
２ 平時の火災予防 
 ⑴ 喫煙ルールについて利用者への周知を徹底する。 

 ⑵ 火気を使用する調理器具やレンジフードの清掃を行う。 
 ⑶ 火気使用器具や電気機器の適切な取扱い方法について利用者に周知する。 
 ⑷ 電気機器・配線などの定期的な点検を行う。 

 ⑸ コンセント周りの定期的な清掃を行う。 
 ⑹ 延焼拡大を防ぐために防炎製品を使用する。 
 ⑺ 速やかな避難を確保するため、避難経路を適切に維持管理する。 

 ⑻ 放火防止のため、ごみ置場の施錠など可燃物を適切に管理する。 
３ 火災発生時の応急対策 
 ⑴ 早期覚知及び通報 

  ア 自動火災報知設備の遠隔移報装置を経由して通報する。 
  イ 遠隔監視（共用部に設置したカメラ）等により関係者が早期に火災を覚知し通報する。 
  ウ 自動火災報知設備と連動した火災通報装置を設置する。 

  エ 同建物内の事業所間の連携によって、早期に覚知する 
 ⑵ 避難誘導 
  ア 施設の放送設備などで遠隔からのアナウンス等により避難を呼びかける。 

  イ 自動火災報知設備と連動して施設のデジタルサイネージにより避難を呼びかける。 
  ウ 自動火災報知設備と連動して施錠を解除する。 
  エ 利用スペース（客室等）の見やすい箇所に、避難経路図を掲示する。 

 ⑶ 初期消火 
  ア 火災を早期に覚知し、速やかに消火活動することができる体制を構築する。 
  イ 消火器等を利用者が速やかに使える場所に設置する。 

 ⑷ 消防隊への情報提供 
  ア 速やかに出火場所、避難者や逃げ遅れた者の氏名等の情報を収集し、消防隊へ情報提供を行う。 



良好：〇  不備あり：×  即時改修：● 

点検実施区域  点検実施者  防火管理者  

日 
曜 

日 

点 検 項 目 

防火管理

者確認欄 

防火戸及
び防火シ

ャッター
の閉鎖障
害が無い

か 

出入口付
近及び階

段室内に
物品存知
が無いか 

廊下及び
通路の幅

員を確保
出来てい
るか 

天蓋及び
グリスフ

ィルター
の清掃は
出来てい

るか 

電気器具
の配線は

老化、損
傷をして
いないか 

喫煙場所
の灰皿内

の吸殻、
火種の管
理は適正

か 

共用部分
の可燃物

の整理整
頓が出来
ているか 

適正に火
気 管 理

（退社時
を含む）
が出来て

いるか 

１           

２           

３           

４           

５           

６           

７           

８           

９           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           

21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

日常自主点検表  月分 
別表１ 



 

点検実施区域  点検実施日  点検実施者  

消
火
器 

消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。    

安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。   

ホースに変形、損傷、老化等がなく内部に詰まりがないか。   

屋
内
消
火
栓 

扉は確実に開閉できるか。    

ホース・ノズルが接続され、変形・損傷はないか。    

表示灯は点灯しているか。  

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー 

間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。   

送水口の変形及び操作障害はないか。   

ヘッドの変形はないか。   

制御弁は閉鎖されていないか。    

自
動
火
災
報
知
設
備 

受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。   

受信機の周辺に操作障害となる物がないか。   

用途変更・間仕切り変更による未警戒部分がないか。   

感知器の破損、変形、脱落はないか。   

非
常
ベ
ル 

表示灯は点灯しているか。   

操作障害となる物がないか。 
 

押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。   

放
送
設
備 

電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。   

試験的に放送設備により、放送ができるか。   

避
難
器
具 

格納場所付近に物品等が置かれ、避難器具の所在が分かりにくくなっていないか。   

降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。   

開口部付近に、書棚・展示台等が置かれ開口部をふさいでいないか。   

誘
導
灯 

誘導灯の周囲には視認障害となる物がないか。   

変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取り付け状態であるか。   

不点灯、ちらつき等がないか。   

連
結
送
水
管 

送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。   

送水口の周囲には、消防自動車の接近に支障がないか。また送水活動に障害となる

ものがないか。 

  

放水口の周囲には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。   

放水口を格納する箱は、変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。   

表示灯は点灯しているか。   

（備考） 不備・欠陥がある場合は、直ちに防火管理者に報告すること。 防火管理者 

確 認 欄 

  

（凡例） ○・・良  ×・・不備・欠陥  ●・・即時改修 

消防用設備等自主検査表 別表２ 


